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   指宿広域市町村圏組合予算規則 

               （平成25年指宿広域市町村圏組合規則第７号） 

 

       改正 平成25年指宿広域市町村圏組合規則第11号 

          平成27年指宿広域市町村圏組合規則第１号 

          平成29年指宿広域市町村圏組合規則第７号 

          令和７年指宿広域市町村圏組合規則第２号 

 

目次 

 第１章 総則（第１条―第３条） 
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 第４章 雑則（第21条―23条） 
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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 組合の予算の編成及び執行に関する事務については，法令その他別に定

めるもののほか，この規則の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

 (1) 法 地方自治法（昭和22年法律第67号）をいう。 

 (2) 令 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）をいう。 

 (3) 施行規則 地方自治法施行規則（昭和22年内務省令第29号）をいう。 

 (4) 会計管理者 法第168条第１項に規定する会計管理者 

 (5) 係長等 指宿広域市町村圏組合事務局の組織及び事務分掌等に関する規則

（平成25年指宿広域市町村圏組合規則第11号）第３条第２項に規定する事務局

次長，主幹，係長，センター長及び参事補をいう。 

 （歳入歳出予算の区分） 
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第３条 歳入歳出予算は款，項，目及び節に区分して編成し，それに従って執行

しなければならない。 

２ 歳入歳出予算の款，項，目及び節の区分は，毎年度歳入歳出予算及び歳入歳

出予算事項別明細書の定めるところによる。 

３ 歳出予算に係る節の区分については，施行規則第15条第２項に規定する歳出

予算の節の区分による。 

４ 予算編成その他必要があるときは，歳出に係る節について，細節を設けるこ

とができる。 

   第２章 予算の編成 

 （予算の編成方針等の決定及び通知） 

第４条 事務局長は，管理者の命を受けて，毎年度予算の編成方針及び予算編成

の基準となるものを定め，係長等に通知するものとする。 

 （予算の要求） 

第５条 係長等は，前条の規定による通知により，その所掌業務に係る予算要求

書を所管係別に作成し，事務局長に，その指定する期日までに提出しなければ

ならない。 

２ 前項の予算要求書には，次に掲げる資料を添付しなければならない。 

 (1) 事務局長が別に定める資料及び調書 

 (2) 予算要求の基礎となっている法令，通達，契約等の写し 

 (3) その他予算編成上の参考資料 

 （予算の査定） 

第６条 事務局長は，前条の規定により予算要求書が提出されたときは，その内

容を調査検討し，組合を構成する市（以下「関係市」という。）と必要な調整

を行い，指宿広域市町村圏組合幹事会設置規則（平成６年指宿広域市町村圏組

合規則第６号）第１条に規定する幹事会の審議を経た後，管理者の決定を受け

なければならない。 

２ 事務局長は，前項の決定があったときは，直ちに関係市及び係長等にその結

果を通知するものとする。 

 （予算及び予算に関する説明書等の調製） 

第７条 事務局長は，前条第１項の決定を受けたときは，予算及び予算に関する
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説明書を調製しなければならない。 

 （補正予算） 

第８条 係長等は，予算の調製後に生じた理由により，既定の予算に追加その他

の変更を加える必要が生じたときは，補正予算要求書を事務局長に提出するも

のとする。 

２ 予算の補正の手続は，第５条第２項から第７条までの規定を準用する。ただ

し，補正予算要求書の提出の時期については，その都度事務局長が定める。 

 （予算の通知） 

第９条 事務局長は，予算が成立したときは，関係市に対し，直ちにこれを通知

しなければならない。 

   第３章 予算の執行 

 （執行方針） 

第10条 事務局長は，予算を計画的かつ効率的に執行するため，予算の成立後，

速やかに予算の執行に当たって，留意すべき事項（以下「予算執行方針」とい

う。）を係長等に通知するものとする。ただし，特に予算執行方針を示す必要

がないと認めるときはこの限りでない。 

 （歳入歳出予算の執行計画） 

第11条 係長等は，毎年度四半期ごとの内訳書を明らかにした歳入歳出予算執行

（変更）計画書（第１号様式。以下この条において「計画書」という。）を作

成し，年度開始前に事務局長に提出しなければならない。 

２ 事務局長は，前項の計画書の提出があったときは，その内容を審査し，必要

な調整を行い，歳入歳出予算執行計画を決定するものとする。 

３ 係長等は，補正予算が成立したとき，その他やむを得ない理由により前項の

規定により定められた歳入歳出予算執行計画に変更を加える必要があるときは，

計画書を作成し，事務局長に提出しなければならない。 

４ 第２項の規定は，計画書の提出があったときについて準用する。 

 （歳出予算の配当） 

第12条 事務局長は，前条第２項の規定により決定された歳入歳出予算執行計画

に基づき，歳出予算配当通知書により歳出予算の配当を行うものとする。 

２ 歳出予算は，前項の配当を受けなければ，これを執行することができない。 
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３ 令第151条の規定による予算の配当の会計管理者への通知は，第１項に規定

する配当通知書の送付をもって行うものとする。 

 （歳出予算の執行） 

第13条 歳出予算を執行しようとするときは，あらかじめ予算執行伺によりこれ

を行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる経費の執行については，支出負担行為

をもって予算執行伺があったものとみなす。 

 (1) 報酬 

 (2) 給料 

 (3) 職員手当等（退職手当を除く。） 

 (4) 共済費 

 (5) 恩給及び退職年金 

 (6) 賃金 

 (7) 旅費 

 (8) 需用費 

  ア 消耗品費（５万円未満のものに限る。） 

  イ 燃料費（施設管理に係る燃料費を除く。） 

  ウ 印刷製本費（５万円未満のものに限る。） 

  エ 光熱水費 

  オ 修繕料（５万円未満のものに限る。） 

 (9) 役務費 

  ア 通信運搬費（５万円未満のもの，宅配便料金，郵便料，民間事業者によ

る信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定す

る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者によ

る同条第２項に規定する信書便の役務に関する料金及び電話料に限る。） 

  イ 手数料（５万円未満のものに限る。） 

  ウ 保険料（５万円未満のもの，火災保険及び自動車損害保険に限る。） 

 (10) 使用料及び賃借料（５万円未満のもの並びに渡船，有料道路及び駐車場

の利用に要する経費，タクシー使用料並びに受信料に限る。） 

 (11) 原材料費（５万円のもの未満に限る。） 
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 (12) 負担金，補助及び交付金（出席負担金以外の負担金に限る。） 

 (13) 償還金，利子及び割引料 

 (14) 積立金 

 (15) 公課費 

 （歳出予算の流用） 

第14条 事務局長は，法第220条第２項の規定に基づき，歳出予算の各項の経費

の金額を流用するときは，歳出予算流用伺書を作成し，管理者の承認を受けな

ければならない。 

２ 事務局長は，前項の承認を受けたときは，歳出予算流用伺書の写しを会計管

理者に送付するものとする。 

３ 前２項の規定は，予算の執行上やむを得ない理由により，歳出予算に係る目

及び節の経費の金額を流用する場合に準用する。 

４ 前３項の規定にかかわらず，次に掲げる流用は，原則としてこれを行うこと

はできない。 

 (1) 人件費，物件費相互間の流用 

 (2) 旅費，職員手当等のうち時間外勤務手当，交際費及び需用費のうち食糧費

に対する増額流用 

 （予備費の充用） 

第15条 事務局長は，予見することができなかった予算外の支出又はやむを得な

い予算超過の支出に充てるため予備費からの充用を必要とするときは，予備費

充用伺書を作成し，管理者の承認を受けなければならない。 

 （一時借入金） 

第16条 一時借入金の借入れは，管理者が会計管理者の意見を聴いて決定する。 

 （予算執行の制限） 

第17条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金，県支出金，分担金そ

の他特定の収入に求められるものについては，その収入の確定した後でなけれ

ば執行することができない。 

２ 前項の収入が予算額より減少し，又は減少するおそれがあるときは，その減

少の割合に応じてこれを執行しなければならない。 

３ 事業の性質上，前２項により難いときは，管理者の承認を受けなければなら 
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 ない。 

 （繰越明許費） 

第18条 事務局長は，法第213条の規定により歳出予算の経費の金額を繰り越し

たときは，毎年度４月10日までに繰越明許費繰越計算書を作成し，会計管理者

に提出しなければならない。 

 （事故繰越し） 

第19条 事務局長は，法第220条第３項ただし書の規定により繰越しをしようと

するときは，毎年度３月31日までに事故繰越し繰越予定額調書（第２号様式）

を作成し，管理者の承認を受けなければならない。 

２ 事務局長は，前項の承認を受けて繰越しをしたときは，４月10日までに事故

繰越し繰越計算書を作成し，会計管理者に提出しなければならない。 

 （継続費） 

第20条 事務局長は，令第145条第１項の規定により繰越しをしたときは，毎年

度４月10日までに継続費繰越計算書を作成し，会計管理者に提出しなければな

らない。 

２ 事務局長は，継続費に係る継続年度が終了したときは，継続費精算報告書を

翌年度の５月20日までに作成しなければならない。 

   第４章 雑則 

 （歳入状況の変更の報告） 

第21条 事務局長は，国，県支出金，その他特定財源となる歳入の金額又は時期

等について，重大な変更が生ずることが明らかとなったときは，速やかに，管

理者に報告しなければならない。 

 （予算執行の監督） 

第22条 事務局長は，予算の執行の適正を期するため，係長等に対して，収支の

実績若しくは見込みについて報告を徴し，予算の執行状況を実地について調査

し，又は必要に応じ予算の執行について必要な指示を行うことができる。 

 （その他） 

第23条 この規則に定めるものを除くほか，予算に関し必要な事項は，管理者が

別に定める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は，平成25年４月１日から施行する。 

 （指宿広域市町村圏組合財務規則の廃止） 

２ 指宿広域市町村圏組合財務規則（平成６年指宿広域市町村圏組合規則第24  

号）は，廃止する。 

   附 則 （平成25年12月１日指宿広域市町村圏組合規則第11号） 

 この規則は，平成25年12月１日から施行する。 

   附 則 （平成27年４月１日指宿広域市町村圏組合規則第１号） 

この規則は，平成27年４月１日から施行する。 

   附 則 （平成29年３月29日指宿広域市町村圏組合規則第７号） 

 この規則は，平成29年４月１日から施行する。 

   附 則 （令和７年３月24日指宿広域市町村圏組合規則第２号） 

 この規則は，公布の日から施行する。 
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第１号様式（第11条関係） 

 

歳 入 歳 出 予 算 執 行 (変 更 )計 画 書 

款       項   提出年月日 年  月  日 部署名   

 

目 節 細 節 予算現額 
歳 入 及 び 歳 出 執 行 計 画 額 

備 考 
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

（注）１ 歳入歳出ごとに記入し，集計できるようにすること。 

   ２ 計画を変更する場合は二段書（変更前の額を上段）とすること。 
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第２号様式（第19条関係） 

事 故 繰 越 し 繰 越 予 定 額 調 書 

款         項           提出年月日 年  月  日 

 

目 節 金額 

支
出
負
担
行
為
額 

左の内訳 支
出
負
担
行
為
予
定
額 

翌
年
度
繰
越
額 

左 の 財 源 内 訳 

支
出
済
額 

支
出
未
済
額 

既 収 入 特 定 財 源 未 収 入 特 定 財 源 

一
般
財
源 

国
県
支
出
金 

分
担
金
及
び

負
担
金 

使
用
料
及
び

手
数
料 

財
産
収
入 

諸
収
入 

組
合
債 

そ
の
他 

国
県
支
出
金 

分
担
金
及
び

負
担
金 

使
用
料
及
び

手
数
料 

財
産
収
入 

諸
収
入 

組
合
債 

そ
の
他 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

 


